
エムシーパートナーズ株式会社1

2024年12月度衛生委員会

愛知オフィス

3419253
ネーム印

0854153
ネーム印

3216779
ネーム印

0469129
ネーム印



エムシーパートナーズ株式会社2

はじめに

【開催日時】2024年12月18日 14:00～15:00

【開催場所】MCP会議室
【メンバー】議長 岩倉七重（欠席）

会社側 大須賀淳（産業医）
横山幸江（衛生管理者・議事/事務局）

従業員側 岡田ゆか
今泉久美子

【議題】①労働災害、通勤災害、時間外労働状況報告（11月）：横山

➁ 『産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間』：大須賀先生
③ 今月のテーマ『照度』：横山
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①労働災害、通勤災害、時間外労働状況報告（11月）
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③産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間

＜質問、相談、討議事項＞

Q1.（MCP） 週20時間未満の方の定期健康診断は努力義務だが実施しなくて問題ないのか。

  （産業医）基本的には「努力義務」は、「やらなくていい」という表現はできないですが
     受診しない事により未受診者の安全配慮義務を怠ったとみなされる事が
     ないように実施については社内で取り決めるとよいでしょう。

Q2.（MCP)  復職の際、もしも主治医がOK、派遣先もOKだが、産業医がNGとして契約終了に
なった場合派遣元は訴えられる事があるのか。

(産業医） こちらの質問には、派遣元が入っていないですが、安全配慮義務は派遣元にもあるので
      まず派遣元で復職が難しいと判断する場合もあると思います。

  （MCP)  派遣先は派遣元よりも業務内容、作業環境についてより詳細なところを把握しているので
     派遣先が復職可能と判断した場合には、派遣元も可能と判断するのではないでしょうか。

      派遣元も産業医に復職判断を委ね、派遣先課長も産業医に委ねた場合は？
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③産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間

Q2.つづき
（産業医）産業医が復職を延期とした場合でも、再検査、再度面談など、会社が安全を守るために

情報を集めている段階。
一番大切なのは本人が復帰するために派遣元が派遣先とどれだけ誠実に話し合うか、

（こうしたら復帰できる、こういう配慮をしたら復帰できる等の交渉）できる対応
（安全配慮や交渉等）をしっかりやれば訴えられても負ける可能性は低いのでは。
復職となればいろいろ慎重に行うのが大切だと思います。
働く方の健康と安全のために、復職につき慎重に検討するということは大切です。
また、派遣元は派遣先とは別の会社であり、安全配慮義務もそれぞれにあります。
派遣先が復職可能と判断しても派遣元として復職不可とすることはあり得ます。

Q3.（MCP） 時間外集計グラフの作成
個別に作成か職場別で作成？

（産業医）MCPで活用しやすいようなデータで作成いただければ
どちらでもいいですよ。（人ごとにバラつきがあるのであれば個別など）

大須賀先生、今月も質問、相談に答えていただきありがとうございました！
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今月のテーマ

照度
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事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、
従来の 3 区分から 2 区分に変更されました。【令和 4 年 12 月 1 日施行】
「一般的な事務作業」については 300 ルクス以上、
「付随的な事務作業」については 150ルクス以上
であることが求められます。
照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けること
による上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用
されます。

作業面の照度基準が 3 区分から 2 区分へ【事務所則第10条第1項関係】
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すべての労働者に配慮した視環境の確保を

事務所における高年齢労働者が増加しており、必要に応じて個々の労働者に視力を眼鏡などで矯正
するこ とを促した上で、作業面における照度を適切に確保することが重要です。 個々の事務作業
に応じた適切な照度については、先ほどの基準を満たした上で、日本産業規格 JIS Z 9110 に規定
する各種作業における推奨照度等を参照し、健康障害を防止するための 照度基準を事業場ごとに
検討の上、定めるようにしましょう。
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日本産業規格 JIS Z 9110 推奨照度
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日本産業規格 JIS Z 9110 推奨照度
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照度Q＆A

Q-1：情報機器作業を行う際、作業面で 300 ルクスを維持しよう とすると、照明の光
が画面に反射して視界に入り、まぶしすぎるが、 どのように対応すればよいか。

 A-1：採光や照明の種類や角度により、まぶしさを感じることがあ るので、事業者は、
労働者が照度にかかわらず、まぶしさを感じ ないようにすることが必要です。情報機
器を利用する際に、まぶ しさを生じさせないようにしましょう。

グレアとは良好な見え方を阻害するもので不快感や物の見えづらさを生じさせます。
高輝度の照明器具、窓、壁面や点滅する光源から直接あるいは間接的にディスプレイ
画面上に反射して受けるぎらぎらしたまぶしさのこと等です。

◆グレア防止対策◆
・反射防止型のディスプレイの導入。
・照明器具を低い輝度のものに変更又は既存のディスプレイにフィルターを取り付け
ディスプレイのまぶしさを防止する。
などで対策をしましょう。
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＜高年齢労働者＞
・室内の明暗の対照、ディスプレイの明るさ、グレア防止のほか、ディスプレイに表示する文字
の大きさなどにも気をつけましょう。

＜障害をもつ作業者＞
・事業者は、作業者の特性に応じた機器の導入も検討しましょう。
（例）音声入力装置や拡大ディスプレイ

＜作業開始前＞
・作業面やディスプレイの明るさを確認
＜清掃＞
・日常及び定期的に、作業場所や情報機器等の清掃をしましょう
＜事業者による確認＞
・照明・採光、グレアの防止、ディスプレイを定期的に確認しましょう

配慮事項として

適切な照度を保つために
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◆テーマ「照明」についての意見

・職場で手元を明るくするLEDの照明がまぶしく感じている。

⇒明るさを変更できる照明で対策を取ってはどうでしょうか。
つまみ調整やリモコン10段階調整できる物などがあります。

⇓このような物もありますのでまぶしさを軽減する物をご検討下さい。
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次回
衛生委員会予定

・日時
2025年 1月 22日（水） 14:30 ～15:30

・場所
MCP事務所
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